
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
 
      県に寄贈された衛生・防護用品の社会福祉施設等への提供の流れ 
 

社会福祉施設等   施 設 関 係 課 
地域福祉課 
高齢者福祉課 
青少年家庭課 
子ども・子育て支援課 
障がい福祉課 

  健康福祉総務課 

  
感染症が発生した地域の
社会福祉施設等において、
利用者支援の継続に必要
な衛生・保護用品につい
て、販売業者の調達や市町
村による供給の見込みが
なく、１週間後に在庫が尽
きる場合 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     審   査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
 
 
 
 
 

１．相 談 

照会・回答 
※緊急性等を必要に応じて 

申請受理（様式１号） 

状況確認 

衛生・防護用品の提供

（台帳更新） 

３．衛生・防護用品の 

受取 

防災部等と寄贈に 
関する連絡調整 

寄贈毎に受入 

市町村担当課あて 
メール 

用品名 

①払出日 

②枚数 

用品名 

①払出日 

②枚数 

２．申請（様式第１号） 

在庫確認 

健康福祉総務課あて
メール 

（郵 送） 

利用者及び職員数に７日分を乗

じて算定、１０枚（個）未満は切

り上げで算定。 


